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建
築
基
準
法
に
よ
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認
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都
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整
備
局
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街
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築
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築
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建
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法
に
よ
る
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の
一
団
の
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○
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基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
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域
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○
港
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設
の
供
用
廃
止
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
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公
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○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
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…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
三
十
三
号

昭
和
六
十
三
年
東
京
都
告
示
第
五
百
十
号
に
よ
り
告
示
し
た
一
団

地
等
の
区
域
に
つ
い
て
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
一
号
）
第
八
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し

を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

認
定
を
取
り
消
し
た
一
団
地
等
の
区
域
の
地
名
地
番
及
び
取
消
年

月
日

認
定
を
取
り
消
し
た
区
域
の
地
名
地
番

取
消
年
月
日

墨
田
区
京
島
一
丁
目
七
十
番
、
同
番
五
及
び

同
番
七
か
ら
同
番
十
ま
で

令
和
五
年
十
月
六

日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
三
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に

よ
り
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

墨
田
区
京
島
一
丁
目
七
十
番
及
び
同
番
五

令
和
五
年
十
月
六

日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
三
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

足
立
区
新
田
一
丁
目
十
一
番
四
か
ら
同
番

八
ま
で

令
和
五
年
十
月
十

二
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
三
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

江
戸
川
区
清
新
町
一
丁
目
一
番
三
か
ら
同

番
七
ま
で

令
和
五
年
十
月
十

二
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
三
十
七
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
限
り
で
次

の
港
湾
施
設
の
供
用
を
廃
止
す
る
。

令
和
五
年
十
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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種
類

名
称

規
模

所
在
地

清
掃
施

設

中
央
防
波
堤
内
側

ば
ら
物
用
清
掃
車

一
台

江
東
区
海
の
森
一
丁
目
二
番

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
十
月
三
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

立
川
市
西
砂
町
五
丁
目
三
十
八
番

一
、
同
番
一
地
先
、
同
番
二
及
び

三
十
九
番
二
十
六

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

西
多
摩
郡
瑞
穂
町
大
字
石
畑
字
二

本
榎
百
七
十
二
番
一
か
ら
同
番
四

ま
で
、
同
番
四
地
先
、
同
番
五
か

ら
同
番
十
三
ま
で
、
百
七
十
三
番

一
、
同
番
三
の
一
部
、
同
番
四
、

同
番
五
、
同
番
八
、
同
番
九
及
び

二
百
七
番
四

新
宿
区
高
田
馬
場
三
丁
目
四
十

六
番
二
十
五
号

ア
イ
デ
ィ
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

久
林

欣
也

国
分
寺
市
北
町
四
丁
目
十
一
番
六

及
び
同
番
五
十

東
大
和
市
上
北
台
一
丁
目
九
百

二
番
地
の
百
二
十
二

株
式
会
社
フ
ィ
ー
ト

代
表
取
締
役

中
川

鉄
也

日
野
市
西
平
山
一
丁
目
三
番
十
二

の
一
部
、
同
番
十
二
地
先
並
び
に

四
番
四
及
び
同
番
五
の
各
一
部
、

同
番
五
地
先
並
び
に
同
番
六
、
同

番
四
十
七
、
同
番
五
十
、
同
番
五

日
野
市
平
山
五
丁
目
二
十
一
番

地
の
九

簱
野
佐
惠
子

日
野
市
平
山
五
丁
目
二
十
一
番

地
の
九

十
七
、
七
番
十
三
、
同
番
二
十
八

か
ら
同
番
三
十
二
ま
で
及
び
同
番

三
十
五
の
各
一
部
（
第
一
工
区
）

簱
野

洋

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


